
資料２－２

通信販売の新たな課題に関する論点整理①（参考資料）
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論点①－１： 表示義務遵守の確保論点①－１： 表示義務遵守の確保
＜特定商取引法に基づく表示事項＞

n=300
＜インターネット通販サイト※による同表
示の遵守状況＞①販売価格（役務の対価）（送料についても表示が必要） 【法１１条１項１号】

②代金（対価）の支払時期、方法 【法１１条１項２号】

③商品の引渡時期（権利の移転時期、役務の提供時期）【法１１条１項３号】

④商品の引渡し（権利の移転）後におけるその引取り（返還）についての特約に関する事項（その特約がない
場合にはその旨）【法１１条１項４号】

⑤事業者の氏名（名称）、住所、電話番号【省令８条１項１号】

⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等
の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名【省令８条１項２号】

⑦申込みの有効期限があるときは、その期限【省令８条１項３号】

⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額【省令８条１項
４号】

⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容【省令８条１項５
号】

⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境【省令８条１項６号】

⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件（役務提供条件）があるときは、その内容 【省令８条１項７
号】

⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。 【省令８条１項８号】

⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス 【省令８条１項９号】

⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広
告※」 【省令８条１項１０号】

項目 遵守率
販売価格 98%
送料 96%
その他負担すべき金銭 74%
代金の支払時期 96%
代金の支払方法 97%
商品の引渡時期 97%
返品特約に関する事項 89%
事業者の氏名（名称） 99%
事業者の住所 98%
事業者の電話番号 96%
代表者、責任者の氏名 89%

価格
グループ

取引条件
グループ

事業者情報
グループ

※法人８９％、個人３％、不明８％

※独立サイト８８％、モール出店サイト１２％

出典）経済産業省調べ
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論点①－１： 表示義務遵守の確保論点①－１： 表示義務遵守の確保

＜表示義務を遵守していない通販サイトの例＞

カーテン ベッド

10,000円
（税込、送料別）

○×商店（有）

連絡先： marubatsu@xxx.jp
上記連絡先宛てに電子メールで注文受領後に商品を発送します。

代金は代引でお支払い願います。

・販売業者の住所及び電話番号（省令８条１項１号）

・送料（法律１１条１項１号）

100,000円
（税込、送料別）

・その他負担すべき金銭（代引手数料等）（省令８条１項４号）

・返品特約に関する事項（法律１１条１項４号）※

特定商取引法上問題があり得る表示

・商品の引き渡し時期（法律１１条１項３号）

・販売業者の代表者名（省令８条１項２号）

※特約があるのに表示していない場合

○×商店

家具のデパート○×商店

http://www.marubatsu.xxx.jp

※本ページにリンクは貼られていない。
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論点①－１： 表示義務遵守の確保論点①－１： 表示義務遵守の確保

＜表示義務を守っていないオークション出品事業者の例＞

（中 略）（中 略）
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論点①－１： 表示義務遵守の確保論点①－１： 表示義務遵守の確保

＜経済産業省による法執行＞

経済産業省では、平成１０年度からインターネット通販サイトにおける特定商取引法上の表示義務の遵守状
況を点検しており、違反を発見した場合には警告を発している。

なお、これまではインターネットオークションの出品者は点検対象としていない。

（実績）
平成１５年度 点検サイト数 ４０２４件 警告数 ３８７件
平成１６年度（２月末まで） 点検サイト数 ３９５７件 警告数 ５１７件

＜取引媒介事業者の取組＞

Ａ社（モール） Ｂ社（オークション）

・出店規約において、商品等に特定商取引法が適用される
か否かにかかわらず、同法所定の事項を表示することとさ
れており、各出店店舗は「会社概要」というリンクにおいて、
これを記載している。

・事業者向けのサービスにおいては、特定
商取引法所定の事項を特定のページに記
載することを必須としている。

・個人、事業者の両方が参加するサービス
においては、ガイドライン等において、法令
等の遵守を定めている。
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論点①－２： 媒体別の広告表示の在り方論点①－２： 媒体別の広告表示の在り方

＜インターネット通販における業界団体による自主規制＞

（社）日本通信販売協会（JADMA）では、平成11年に「通信販売業における電子商
取引のガイドライン」を策定（平成12年、13年に改訂）し、インターネット通信販売
において、健全な電子商取引の普及に寄与し、消費者の信頼を確保するために、特定
商取引法及びその他の関係法令に基づき、会員事業者が遵守すべき基本的方針を定め
ている。

１．表示の基準

○販売主体についての表示

○販売・商品条件の表示

・特定商取引法、割賦販売法の表示事項

・返品条件、付帯費用等

・商品の内容説明 等

○広告等の適切な表示

・優位性、二重価格、数値等を表示する場合の基準

○申し込みを受けるための画面構成

・注文送信前に確認・訂正できる画面を設けること 等

２．取扱商品の基準

○法令等の基準、安全性の基準 等

３．取引方法に関する基準

○消費者に一方的に不利な事業者の免責規定の無効、書面交付

義務 等

４．システムの保全義務

○システムへの不当なアクセス等に対する十分な安全対策等

【「通信販売業における電子商取引のガイドライン」の概要】
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論点①－２： 媒体別の広告表示の在り方論点①－２： 媒体別の広告表示の在り方

＜テレビ通販における業界団体による自主規制＞

（社）日本通信販売協会(JADMA)では、平成9年に「テレビショッピングに関するガイドライン」を
策定し、表示、取扱商品、取引方法等に関する基準を定めている。
平成15年9月に公正取引委員会が「テレビショッピング番組の表示に関する実態調査について」
報告書において、実態調査に基づき景品表示法上問題となりおそれのある表示例を示し、事業者
団体等に対して表示の適正化に向けた自主的な取り組みを要望したことを受けて、昨年11月、同
ガイドラインを改訂したところ。

主な改訂内容は以下のとおり

●テレビは、媒体特性として瞬間的であり、内容が印刷媒体と比較して、記録として顧客の手元に残り
にくい。その反面、他の媒体より印象度（インパクト）が強い。従って、消費者が商品の適正な選択を行
う上で重要な事項について、表示がなかったり、表示が瞬時に消えてしまうような場合は消費者の誤認
を招き、トラブルの発生原因となるおそれがある。このため、事業者は消費者が商品の適正な選択を
行う上で重要な以下の事項（省略）を明瞭に表示すること。加えて、商品内容や取引内容を自社ホーム
ページに記載するなど、表示した内容を消費者が確認できる体制を整える必要がある。

●「誇大広告の禁止」の項目を新たに追加した。

●取り扱い商品については、商品選定にあたり、関係法令に従い、販売が認められているもの、危険
のないものとする。また、誤使用が考えられる商品については事前にこれを防ぐための手段を講じる必
要がある。また環境問題にも配慮することを追加した。
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

＜事業者による適切な広告表示を確保するために取引媒介事業者が採っている措置＞

Ａ社（モール） Ｂ社（オークション）

・出店規約において、「法令の定めに違反する行為またはそ
のおそれのある行為」や「（社） 日本通信販売協会が定める
広告に関する自主基準に違反する行為 」を禁止している。

・出店規約において、モール運営事業者は、店舗の出店に
先立ってコンテンツの審査を行い、また、コンテンツが当該
モールにふさわしくないと判断した場合には、その内容およ
び表示を変更するよう求めることができることを定めてい
る。

・薬事法の広告規制に関しては、都道府県による事前審査
を受けることを求めている。

・ガイドライン等において、法令等の遵守を
定めているほか、「分かりやすい」商品説
明、「正確な」商品説明を求めている。
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

<情報媒介事業者が店舗のウェブサイト上の情報を引用／編集等して行う広告表示の例 >

<Ｃ社の場合>

<Ｄ社の場合>
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

＜インターネット広告推進協議会（ＪＩＡＡ）について＞

○活動

1999年５月、インターネットが信頼される広告メディアとして健全に発展していくために、共
通の課題を協議しビジネス環境を整備することを目的として発足。

インターネットにおける広告審査基準等についての調査研究、ガイドライン策定等

○会員

インターネット広告・モバイル広告ビジネスに関わる企業（新聞・テレビ各社、インターネット
広告企業、広告代理店・メディアレップ等）１２９社

出典）JIAAウェブサイト
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

＜アフィリエイトとしての成果報酬受取経験＞

9.3% 90.7%

経験あり 経験なし

（ｎ＝2075)

＜アフィリエイト経由での買い物志向＞

11.2% 35.2% 53.5%

買物をしたい 買物をしたくない わからない

（ｎ＝2075)

出典）経済産業省調査 2005年2月

<アフィリエイトとして紹介する商品の選択基準 （複

数回答）>

57.7%

45.9%

30.4%

26.8%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分が実際に購入／使った経験があり、他人に薦

められるもの

実際に購入／使ったことはないが良さそうなもの

商品を購入する人が多くいると思われるもの

アフィリエイト料率の高いもの

その他

26.8%

84.0%

20.6%

9.8%

10.8%

3.1%

8.2%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自分が良いと思った商品を大勢の人に推薦したい 

副収入を得るため／小遣い稼ぎ

自分のホームページやブログを訪問する人を増やし
たい

自分でネットショップを運営しているような気分にな
れる

将来自分でネットショップを立ち上げるための準備
（予行演習）

自分のネットショップの広告

ブログを始めたらシステムに自動的に付いてきた

その他

（ｎ＝194)

<アフィリエイトを始めた動機（複数回答） >

（ｎ＝194)
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

＜アフィリエイトサイトであることを明示している例＞

このＨＰはアフィリエイトにより運営されているセレクトショップです。

商品のお問い合わせや購入は直接リンク先にお願いします。



12

論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

＜アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ＡＳＰ）の取組み（Ｅ社の場合）＞

アフィリエイト・プログラムに参加する店舗、アフィリエイトの双方について、審査を実施。

・ 店舗については、調査機関等も活用した与信面の調査を実施した上で厳選

・ アフィリエイトについては、ウェブサイトの体裁や内容をチェック（アダルト系や公序
良俗に反する内容は不可）

アフィリエイトの情報内容の正当性や不正行為をチェックするため、定期的にアフィリエイ
ト・サイトのパトロールを実施。
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論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割論点①－３： 広告表示に関する媒介者の役割

○薬事法

(誇大広告等)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧
品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果
又は性能に関して、明示的であると暗示的である
とを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述
し、又は流布してはならない。

○健康増進法

(誇大表示の禁止)

第三十二条の二 何人も、食品として販売に供す
る物に関して広告その他の表示をするときは、健
康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定
める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)に
ついて、著しく事実に相違する表示をし、又は著し
く人を誤認させるような表示をしてはならない。

出典）厚生労働省ホームページ
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論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援

77.6%

71.4%

73.0%

62.1%

2.0%

8.6%

3.3%

6.1%

21.4%

21.0%

23.7%

31.8%

1000万円以下(n=49)

1000万円～1億円未満(n=105)

1億円～10億円未満(n=122)

10億円以上(n=67)

無料なら利用したい 有料でも利用したい 利用したくない

＜インターネット通販企業によるＡＤＲ（裁判外紛争処理制度）利用意向＞

（ｎ＝343)

（売上）

出典）経済産業省調査 2005年2月
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論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援

ネット通販でトラブルに巻き込まれ、販売店との間で解決できない場合には、最寄りの消費生活センターへの電
話相談やショッピングモール運営会社等へのメール相談のニーズが高い。

最寄の消費生活センターに相談
したい

ショッピングモール運営会社や
携帯電話会社に相談したい

（社）日本通信販売協会に相談し
たい

ＥＣＯＭのＡＤＲ（裁判外紛争処
理制度）を利用したい 15.7%

28.0%

46.3%

22.3%

15.1%

29.1%

25.0%

55.6%

電子メールで相談したい

電話で相談したい

77.9％

71.3％

57.1％

30.8％

（ｎ＝1760)
＜インターネット通販の販売店とのトラブルが解決しない場合の相談先＞

出典）経済産業省調査 ２００４年１１月
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論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援論点①－４： 第三者によるトラブル解決支援

ネットオークションでトラブルに巻き込まれ、当事者間で解決できない場合、ネットオークション事業者に電子メー
ルで相談したいというニーズが最も高い。

＜インターネット・オークションにおける取引相手とのトラブルが解決しない場合の相談先＞

（ｎ＝1140)

最寄の消費生活センターに相談
したい

ネットオークション事業者に相談
したい

ＥＣＯＭのＡＤＲ（裁判外紛争処
理制度）を利用したい 18.5%

65.2%

20.4%

14.2%

20.4%

39.6%

電子メールで相談したい

電話で相談したい

85.6％

60.3％

32.7％

出典）経済産業省調査 2004年11月


